
第 三 次 国 有 林 野 施 業 実 施 計 画 書

（第一次変更計画）

（置賜森林計画区）

自 平成１９年４月 １日
計 画 期 間

至 平成２４年３月３１日

（第一次変更 平成２２年３月）

東北森林管理局



【変更理由】

次の理由から国有林野管理経営規程（平成１１年農林水産省訓令第２号）第１４条第２項に

基づき変更するものである。

１ 森林吸収源対策を積極的に推進するために間伐による伐採総量を変更する。

【変更項目及び頁】

２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積又は標準伐採量、

伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量‥････ １

（６）伐採総量････････････････････････････････････････････････････････････････ １



(６)伐採総量

林　　　　　　     地

主　伐 間　伐 小　計 臨時伐採量 計

-      9,273 9,273
(115.01) 　

スギ・カラマツ等 -      17,680   17,680 

スギ・カラマツ長伐期 -      810      810    

植栽型複層林 2,804  12,866   15,670 

アカマツ -      -        -      

アカマツ長伐期 -      -        -      

広葉樹択伐林誘導 -      -        -      

広葉樹択伐 320    -        320    

ナラ等中小径材 - -        -

天然更新型複層林誘導 347    2,489    2,836  

分収林 -      -        -      

その他 -      -        -      

施業群設定外 -      -        -      

3,471  33,845 37,316

(469.58)

          計 3,471  43,118 46,589
(616.63)

-      -        -      

-      975 975
(6.70)

-      975 975 13,281 60,845 -   60,845
(6.70)

-      -        -      

-      -        -      

-      -        -      

-      -        -      

-      -        -      

-      -        -      

-      -        -      

89     -        89     

-      -        -      

4,590  3,507    8,097  

-      -        -      

-      -        -      

4,679 3,507 8,186 2,344 10,530 -   10,530
(32.59)

8,150 47,600 55,750 15,625 71,375 -   71,375
(623.88)

1,630 9,520 11,150 7,063 18,213 -   18,213
(124.78)

　２：「年平均（残期間）」は、従前の年平均に今回の計画変更による伐採量の増減量を本計画の残期間で除
　　　したものを加えて算出した数量を計上した。
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